
令
和
五
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号

合
法
伐
採
木
材
等
の
流
通
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
情
報
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
合
法
伐
採
木
材
等
の
流
通
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
法
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
情
報
）

第
一
条
　
合
法
伐
採
木
材
等
の
流
通
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
十
条
の
八
第
一
項
各
号
（
第
七
号
、
第
八
号
及
び
第
十
号
を
除
き
、
第
十
一
号
に
あ
っ
て
は
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
規
定
に
該
当
し
て
伐
採
さ
れ
た
こ
と

を
証
す
る
情
報
、
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
情
報
又
は
同
項
各
号
（
第
八
号
を
除
き
、
第
九
号
に
あ
っ
て
は
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）
の
規
定
に
該
当
し
て
伐
採
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
情
報

二
　
木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
計
画
（
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
木
材
等
の
原
材
料
で
あ
る
樹
木
（
以
下

「
国
内
樹
木
」
と
い
う
。
）
の
伐
採
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
内
容
を
証
す
る
情
報

三
　
森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
間
伐
等
促
進
計
画
（
国
内
樹
木
の
伐
採
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
法
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す

る
認
定
特
定
増
殖
事
業
計
画
（
国
内
樹
木
の
伐
採
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
同
法
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
植
栽
事
業
計
画
（
国
内
樹
木
の
伐
採
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
内
容
を
証
す
る
情
報

四
　
地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
（
国
内
樹
木
の
伐

採
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
内
容
を
証
す
る
情
報

五
　
森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
長
が
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
災
害
等
防
止
措
置
（
国
内
樹
木
の
伐
採
に
限
る
。
）
を
講
じ
た
こ
と
を
証
す
る

情
報

六
　
国
内
樹
木
の
伐
採
に
関
し
て
地
方
公
共
団
体
が
す
る
処
分
（
そ
の
根
拠
と
な
る
規
定
が
条
例
又
は
規
則
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
情
報

七
　
国
内
樹
木
の
伐
採
に
関
し
て
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
し
た
届
出
（
そ
の
根
拠
と
な
る
規
定
が
条
例
又
は
規
則
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
情
報

八
　
原
産
国
の
政
府
機
関
に
準
ず
る
も
の
又
は
輸
出
国
の
政
府
機
関
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
木
材
等
の
原
材
料
で
あ
る
樹
木
（
以
下
「
国
外
樹
木
」
と
い
う
。
）
が
樹

木
の
伐
採
に
係
る
原
産
国
の
法
令
に
適
合
し
て
伐
採
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
情
報

九
　
原
産
国
の
政
府
機
関
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
対
し
て
し
た
国
外
樹
木
が
樹
木
の
伐
採
に
係
る
当
該
原
産
国
の
法
令
に
適
合
し
て
伐
採
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
届
出
に
係
る
情
報

十
　
樹
木
の
伐
採
に
係
る
原
産
国
の
法
令
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
国
外
樹
木
の
伐
採
に
つ
い
て
、
当
該
伐
採
を
し
た
者
が
当
該
国
外
樹
木
に
つ
い
て
所
有
権
そ
の
他
の
伐
採
の
権
原
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
情
報

十
一
　
国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
、
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
が
所
有
す
る
国
内
樹
木
又
は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
委
託
を
受
け
て
伐
採
し
た
樹
木
を
材
料
と
し
て
生
産
し
た
素
材
の
販
売
又
は
販
売

の
委
託
を
す
る
事
業
に
係
る
樹
木
が
伐
採
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
情
報

十
二
　
地
方
公
共
団
体
又
は
主
務
大
臣
が
指
定
す
る
者
が
、
法
第
六
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
届
出
書
の
写
し
若
し
く
は
証
明
書
の
写
し
又
は
前
各
号
に
掲
げ
る
情
報
を
踏
ま
え
、
同
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
木
材
等
が
違

法
伐
採
に
係
る
木
材
等
に
該
当
し
な
い
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
に
つ
い
て
認
証
し
た
こ
と
を
示
す
情
報

（
主
務
大
臣
等
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
と
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
主
務
大
臣
の
発
す
る
命
令
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
合
法
伐
採
木
材
等
の
流
通
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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